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国立大学法人東京農工大学自己点検・評価実施細則の一部改正 

現行 改正 改正理由 

第1条～第2条（省略） 

(自己点検・評価実施体制) 

第3条 本学における自己点検・評価は、国立大学法人東京農工大

学組織運営規則(以下「組織運営規則」という。)第21条に定め

る全学計画評価委員会（以下「委員会」という。）に置かれる

部会(以下「部会」という。)及び別表1から別表4に掲げる

各々の委員会（以下、「評価実施主体」という。）が主体とな

り、事前に各部会及び各委員会において定めた自己点検・評価

のための各種データ、進捗状況等の定期的な確認により行う。 

(自己点検・評価実施手順) 

第4条 部会及び評価実施主体は、別表 1から別表4に掲げる評

価対象事項、評価基準、実施頻度に基づき、自己点検・評価を

行う。自己点検・評価の結果、改善を要すると認められる事項

があるときは、当該結果を踏まえた対応措置について、速やか

に検討、実施しなければならない。 

2 部会及び評価実施主体は、前項の対応措置の実施後に、対策

の進捗状況確認及びその効果について検証等、適宜フォローア

ップを行うものとする。 

3 自己点検・評価に当たっては、独立行政法人大学改革支援・学

位授与機構又はその他の認証評価機関が定める大学機関別認証

評価の実施要項(以下「実施要項」という。)を参照の上、各分

析項目の分析手順に即して行うものする。ただし、部会及び評

価実施主体が必要と認める場合は、独自の分析項目等を適宜追

加して自己点検・評価を行うことができる。 

第1条～第2条（省略）現行どおり 

(自己点検・評価実施体制) 

第3条 本学における自己点検・評価は、別表1から別表 4に掲げ

る各々の委員会及び部局（以下「評価実施主体」という。）が

主体となり、事前に各評価実施主体において定めた自己点検・

評価のための各種データ、進捗状況等の定期的な確認により行

う。 

(自己点検・評価実施手順) 

第4条 評価実施主体は、別表 1から別表 4に掲げる評価対象事

項、評価基準、実施頻度に基づき、自己点検・評価を行う。自己

点検・評価の結果、改善を要すると認められる事項があるとき

は、当該結果を踏まえた対応措置について、速やかに検討、実施

しなければならない。 

2 評価実施主体は、前項の対応措置の実施後に、対策の進捗状況

確認及びその効果について検証等、適宜フォローアップを行うも

のとする。 

3 自己点検・評価に当たっては、独立行政法人大学改革支援・学

位授与機構又はその他の認証評価機関が定める大学機関別認証評

価の実施要項(以下「実施要項」という。)を参照の上、各分析項

目の分析手順に即して行うものする。ただし、評価実施主体が

必要と認める場合は、独自の分析項目等を適宜追加して自己点

検・評価を行うことができる。 

部会の廃止に

伴う改正。



2 

4 （省略） 

(自己点検・評価結果の報告等) 

第5条 前条の自己点検・評価の結果は、自己点検・評価を実施

した部会又は評価実施主体の責任者が委員会に報告する。 

2 委員会は、前項の報告を踏まえて、第 4条別表1から別表4に

掲げる事項の自己点検・評価結果を、評議会に報告するととも

に、必要に応じて改善策を講じ、関係する部会及び評価実施主

体に改善策を指示し、その進捗について確認する。 

(事務) 

第6条 自己点検・評価に関する事務は、総務・経営企画部企画課

が、部会又は評価実施主体を所掌する事務組織の協力を得て、

処理する。 

第7条（省略） 

4 （省略）現行どおり 

(自己点検・評価結果の報告等) 

第5条 前条の自己点検・評価の結果は、自己点検・評価を実施

した評価実施主体の責任者が全学計画評価委員会(以下「委員

会」という。)に報告する。ただし、別表 4に関する自己点検・

評価については、教育・学生生活委員会で取り纏めの上、委員

会へ報告する。 

2 委員会は、前項の報告を踏まえて、第 4条別表 1から別表4に

掲げる事項の自己点検・評価結果を、評議会に報告するととも

に、必要に応じて改善策を講じ、関係する評価実施主体に改善

策を指示し、その進捗について確認する。 

(事務) 

第6条 自己点検・評価に関する事務は、総務・経営企画部企画課

が、評価実施主体を所掌する事務組織の協力を得て、処理す

る。 

第7条（省略）現行どおり 

第3条の改正

に伴い、委員

会を再定義す

る、また、別

表4における

報告の主体を

明確化する

　　附 則（令和4年4月1日細則第1号） 

この細則は、令和4年4月1日から施行する。 




